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�愛媛県告示第９２５号
次のとおり落札者を決定した。

平成２５年８月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９２６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２５年８月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

衛生指導総合情報システムサーバ機
器等の賃貸借及び保守管理業務委託
一式

愛媛県保健福祉部
健康衛生局薬務衛
生課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２５年７月２３日
日通商事株式会社松山
支店
松山市富久町３９３番地
３

５５５，１３５円
（月額） 一般競争入札 平成２５年６月７日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

西予市立宇和病院 西予市宇和町卯之町１丁目２４６番地１ 西予市長 腎臓に関する医療
（更生医療）

平成２５年
８月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２４９６号 平成２５年８月１６日

平成２５年８月１６日金曜日 第２４９６号

愛 媛 県 報

６２５



�愛媛県告示第９２７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２５年８月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

くすりのレデイ和泉店・シュー・プラザ松山はなみずき通り

店

松山市和泉南二丁目７番地１ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

有限会社伊賀メディカル

西条市玉津５８３番地の４

代表取締役 伊賀 日登美

有限会社和泉パールハイツ

松山市和泉南二丁目１１番６号

代表取締役 山田 禎保

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社レデイ薬局

松山市南江戸四丁目３番３７号

代表取締役 三橋 信也

株式会社チヨダ

東京都杉並区成田東四丁目３９番８号

代表取締役 舟橋 政男

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２６年４月３日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，２４４平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

６０台

イ 駐輪場の収容台数

３６台

ウ 荷さばき施設の面積

１７．５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

９．３立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４５分から午後１０時１５分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

５箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２５年８月２日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第９２８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに四国中央市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２５年８月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ドラッグストアモリ四国中央妻鳥店

四国中央市妻鳥町字上柳ノ内５１５番地１ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

ナチュラル株式会社

福岡県朝倉市一ツ木１１４８番地の１

代表取締役 森 信

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

ナチュラル株式会社

福岡県朝倉市一ツ木１１４８番地の１

代表取締役 森 信

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２６年４月１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，２１６平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

４６台

イ 駐輪場の収容台数

３３台

ウ 荷さばき施設の面積

愛 媛 県 報平成２５年８月１６日 第２４９６号

６２６
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３８平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

７．２立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

２４時間

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

２４時間

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２５年７月３１日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日か

ら１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９２９号
農業委員会交付金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第８３３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、平成２５年度分の交

付金、負担金及び補助金から適用する。

平成２５年８月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（事業遂行状況報告）

第７条 市町又は県農業会議は、交付金等の交付の決定を受けた年

度の１２月 末日現在において交付金

等交付事業の遂行の状況報告書（様式第６号の�又は�）を作成

し、当該年度の１月 １５日までに知事に提出しなけれ

ばならない。ただし、知事が別に定める概算払請求書をもつてこ

れに代えることができる。

２ 知事は、必要があると認めるときは、市町又は県農業会議に対

し、前項に定めるもののほか、交付金等交付事業の遂行の状況に

ついて報告を求めることがある。

様式第６号の�（第７条関係）

（事業遂行状況報告）

第７条 市町又は県農業会議は、交付金等の交付の決定を受けた年

度の各四半期（第４四半期を除く。）の末日現在において交付金

等交付事業の遂行の状況報告書（様式第６号の�又は�）を作成

し、当該四半期の最終月の翌月の１５日までに知事に提出しなけれ

ばならない。ただし、知事が別に定める概算払請求書をもつてこ

れに代えることができる。

様式第６号の�（第７条関係）

省略

年 月 日付け 第 号で交付決定のあ

つた農業委員会交付金等交付事業の遂行状況を農業委員会交

付金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第８３３号）第７条

第１項の規定に基づき、次のとおり報告する。

省略

年 月 日付け 第 号で交付決定のあ

つた農業委員会交付金等交付事業の遂行状況を農業委員会交

付金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第８３３号）第７条

の規定に基づき、次のとおり報告する。

事業の遂行状況 事業の遂行状況

区 分
１２月末日 までに完了したもの 備考

区 分
第 四半期までに完了したもの 備考

省略 省略

省略 省略

注 省略

様式第６号の�（第７条関係）

注 省略

様式第６号の�（第７条関係）

省略

年 月 日付け 第 号で交付決定のあ

つた農業会議負担金等交付事業の遂行状況を農業委員会交付

金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第８３３号）第７条第

省略

年 月 日付け 第 号で交付決定のあ

つた農業会議負担金等交付事業の遂行状況を農業委員会交付

金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第８３３号）第７条

愛 媛 県 報平成２５年８月１６日 第２４９６号

６２７
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�愛媛県告示第９３０号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２５年８月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２５年８月１６日から２９日まで

�������
�愛媛県告示第９３１号
海岸保全区域の指定（昭和３２年９月愛媛県告示第７２１号）の一部

を次のように改正する。

平成２５年８月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

別表戸板の項を削る。

�������
�愛媛県告示第９３３号
海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告示第２７５号）の一部

を次のように改正する。

平成２５年８月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

別表３の表泊の項を削る。

�愛媛県告示第９３２号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により、次のとおり海岸保全区域を指定する。

平成２５年８月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９３４号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により、次のとおり海岸保全区域を指定する。

平成２５年８月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１項の規定に基づき、次のとおり報告する。 の規定に基づき、次のとおり報告する。

事業の遂行状況 事業の遂行状況

区 分
１２月末日 までに完了したもの 備考

区 分
第 四半期までに完了したもの 備考

省略 省略

省略 省略

注 省略

様式第８号の�（第８条関係）

省略

１・２ 省略

３ 会議開催状況

� 総会 回、常任会議員会議 回 計 回

� 出席した会議員の数

注 省略

様式第８号の�（第８条関係）

省略

１・２ 省略

３ 会議開催状況

総会 回、常任会議員会議 回 計 回

総会出席会議員数 常任会議員会議出席会議員数

延べ 人 延べ 人

４～７ 省略

別紙 省略

４～７ 省略

別紙 省略

海 岸 名 市 町 主 管 省 管 理 者 区 域

燧灘沿岸戸
板海岸

今治市 国土交通省 愛媛県知事 今治市上浦町井口７３３３番から
同 井口７５８５番１まで

海 岸 名 市 町 主 管 省 管 理 者 区 域

燧灘沿岸泊
海岸

今治市 国土交通省 愛媛県知事 今治市上浦町盛３１１０番から
同 井口１０００番２まで
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�愛媛県告示第９３５号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告

示第２７７号）の一部を次のように改正する。

平成２５年８月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

燧 灘 沿 岸 燧 灘 沿 岸

海岸名

地区

海岸

名

地先

海岸

名

区 域 海岸名

地区

海岸

名

地先

海岸

名

区 域

省略 省略

甘崎港

（上浦

村）

甘崎 イ線、ロ線、ハ線、ニ線、ホ線、ヘ線

及びト線により囲まれた区域

注

イ線 大字甘崎字小又新田甲１４７３番地

港湾区域境界標柱から１１０度３０メート

ルの地点まで引いた線

ロ線 イ線の終点より大字甘崎字松原

新田甲４３２４番地地先港湾区域境界標

柱から７９度３０メートルの地点に至る

甘崎海岸護岸天端前肩から海面側３０

メートルの線

ハ線 ロ線の終点から大字松原新田甲

４３２４番地地先港湾区域境界標柱まで

引いた線

ニ線 ハ線の終点より２５９度３０メートル

の地点まで引いた線

ホ線 ニ線の終点より甘崎小又新田甲

１４７６の３番地標柱に至る甘崎海岸護

岸天端前肩から陸地側２０メートルの

線

ヘ線 ホ線の終点よりイ線の起点から

２９０度４０メートルの地点まで引いた線

ト線 ヘ線の終点とイ線の起点を結ん

だ線

上浦港

（今治

市）

省略 上浦港

（今治

市）

省略

同 甘崎 基点７から基点２３までを順次結んだ

線並びに基点２３、補助点１９、補助点

１８、補助点１７、補助点１６、補助点１５、

補助点１４、補助点１３、補助点１２、補助

点１１、補 助 点１０、補 助 点９、補 助 点

８、補助点７、補助点６、補助点５及

び基点７を順次結んだ線により囲まれ

た区域

基点及び補助点の表示（角度の表示

は、真北）

基点７は、古城島四等三角点（北緯

３４度１４分３９秒、東経１３３度０３分２１秒）か
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ら２５４度３８分３６秒２５０．７３メートルの地点

基点８は、基点７から２９０度０７分０６秒

４０．００メートルの地点

基点９は、基点８から２００度２９分５９秒

１６８．９６メートルの地点

基点１０は、基点９から２６７度１６分４７秒

８１．６４メートルの地点

基点１１は、基点１０から１７７度３８分２３秒

２８９．２３メートルの地点

基点１２は、基点１１から１６２度２５分５１秒

５７．５０メートルの地点

基点１３は、基点１２から１８５度２８分２６秒

２２．９３メートルの地点

基点１４は、基点１３から９０度０７分０６秒

４４．３３メートルの地点

基点１５は、基点１４から１８０度２４分３９秒

６０．１４メートルの地点

基点１６は、基点１５から１６８度５３分２５秒

１３７．００メートルの地点

基点１７は、基点１６から１３４度５５分２５秒

９０．９４メートルの地点

基点１８は、基点１７から１７６度３９分０４秒

６１．３６メートルの地点

基点１９は、基点１８から１０７度１１分０９秒

５．０４メートルの地点

基点２０は、基点１９から１８９度４１分５９秒

１６．７４メートルの地点

基点２１は、基点２０から２７９度４７分２３秒

１７．２９メートルの地点

基点２２は、基点２１から１９５度０３分２５秒

１４７．８５メートルの地点

基点２３は、基点２２から１０１度０７分０６秒

３０．００メートルの地点

補助点５は、基点７から１０２度０８分０３

秒３０．３２メートルの地点

補助点６は、基点９から１０５度３７分３４

秒７０．２５メートルの地点

補助点７は、基点９から１５０度３７分０７

秒５５．３９メートルの地点

補助点８は、基点１０から１３１度５８分２５

秒６９．９０メートルの地点

補助点９は、基点１１から６３度１４分１８

秒５４．９０メートルの地点

補助点１０は、基点１２から５４度３４分１５

秒５６．８４メートルの地点

補助点１１は、基点１４から３１度１９分３４

秒６３．７１メートルの地点

補助点１２は、基点１６から６２度０５分３５

秒５７．４５メートルの地点

補助点１３は、基点１７から５８度５６分４１

秒５６．５８メートルの地点

補助点１４は、基点１７から９２度５５分３２

秒５０．２５メートルの地点
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補助点１５は、基点１９から８７度５７分５７

秒８１．１９メートルの地点

補助点１６は、基点２０から１３０度２５分２９

秒９７．７６メートルの地点

補助点１７は、基点２０から１５６度２９分１３

秒１０８．４１メートルの地点

補助点１８は、基点２０から１６６度３４分０３

秒７９．２２メートルの地点

補助点１９は、基点２３から８２度１６分４５

秒２７．１９メートルの地点

同 井ノ

口

基点２４から基点４５までを順次結んだ

線並びに基点４５、補助点３２、補助点

３１、補助点３０、補助点２９、補助点２８、

補助点２７、補助点２６、補助点２５、補助

点２４、補 助 点２３、補 助 点２２、補 助 点

２１、補助点２０及び基点２４を順次結んだ

線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示（角度の表示

は、真北）

基点２４は、好味四等三角点（北緯３４

度１５分４３秒、東経１３３度０２分３９秒）から

３３７度０４分２４秒１，４３８．７１メートルの地点

基点２５は、基点２４から２５０度２６分１８秒

４２．０７メートルの地点

基点２６は、基点２５から２７５度４９分１９秒

２６．７８メートルの地点

基点２７は、基点２６から１８９度０５分０７秒

３９．６５メートルの地点

基点２８は、基点２７から１０５度３７分５７秒

９１．７５メートルの地点

基点２９は、基点２８から１５４度４１分５９秒

９０１．９５メートルの地点

基点３０は、基点２９から２１５度４１分３７秒

３８．９２メートルの地点

基点３１は、基点３０から２３１度４８分５９秒

９５．２４メートルの地点

基点３２は、基点３１から１５９度４０分３５秒

８４．１５メートルの地点

基点３３は、基点３２から１０６度２０分３１秒

４５．８１メートルの地点

基点３４は、基点３３から２２度５１分０４秒

３７．５０メートルの地点

基点３５は、基点３４から５７度５１分５５秒

６９．４３メートルの地点

基点３６は、基点３５から１５２度５６分５２秒

２７９．９３メートルの地点

基点３７は、基点３６から２０８度４８分０３秒

１０３．２１メートルの地点

基点３８は、基点３７から１４３度４６分１８秒

１９４．３０メートルの地点

基点３９は、基点３８から４７度５６分２４秒

９７．８１メートルの地点
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基点４０は、基点３９から１２８度１３分２７秒

２７７．６６メートルの地点

基点４１は、基点４０から２０６度０８分４５秒

９５．４９メートルの地点

基点４２は、基点４１から２５７度３８分２０秒

４６．１３メートルの地点

基点４３は、基点４２から１７１度１１分５６秒

４４．６８メートルの地点

基点４４は、基点４３から８１度３７分３４秒

１４９．６６メートルの地点

基点４５は、基点４４から３５１度１１分５６秒

１８．９９メートルの地点

補助点２０は、基点２４から９３度３４分５４

秒３３．１４メートルの地点

補助点２１は、基点２８から１４６度５６分２４

秒３６９．７１メートルの地点

補助点２２は、基点２８から１４３度０１分５７

秒４０１．０２メートルの地点

補助点２３は、基点２４から１４２度３２分４３

秒５８９．２６メートルの地点

補助点２４は、基点２９から９７度３８分２１

秒１１４．０３メートルの地点

補助点２５は、基点３０から９５度２３分４０

秒９２．２１メートルの地点

補助点２６は、基点３６から１１８度２７分５７

秒８８．３２メートルの地点

補助点２７は、基点３７から１０２度５７分１８

秒７９．１５メートルの地点

補助点２８は、基点３８から３度０５分０２

秒７０．８９メートルの地点

補助点２９は、基点３９から３１度５２分１８

秒１８０．６４メートルの地点

補助点３０は、基点４０から４１度５０分４１

秒１８４．７９メートルの地点

補助点３１は、基点４１から８８度５５分０７

秒５６．２７メートルの地点

補助点３２は、基点４５から４６度２５分２１

秒１９．８４メートルの地点

（５６条）

肥海港

（大三

島町）

肥海

南

イ線、ロ線、ハ線、ニ線及びホ線によ

り囲まれた区域

注

イ線 大字肥海甲５９５４番地地先港湾区

域境界標柱より２６１度３０メートルの地

点まで引いた線

ロ線 イ線の終点より、大字肥海甲

６６２１番地の２地先、肥海南海岸護岸

終点から２１７度３０メートルの地点に至

る、肥海南海岸護岸及び堤防天端前

肩から海面側３０メートルの線

ハ線 ロ線の終点から３７度５０メートル

の地点まで引いた線

ニ線 ハ線の終点より、イ線の起点港

湾区域境界標柱から８１度２０メートル
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�愛媛県告示第９３６号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２５年８月１６日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第９３７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年８月１６日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第９３８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年８月１６日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

同 肥海

北

の地点に至る、肥海南海岸護岸堤防

天端前肩から、陸地側２０メートルの

線

ホ線 ニ線の終点と、イ線の起点を結

んだ線

イ線、ロ線、ハ線、ニ線及びホ線によ

り囲まれた区域

注

イ線 大字肥海６７８０番地の２地先海岸

護岸起点より、２６８度、２０メートルの

地点まで引いた線

ロ線 イ線の終点より３５８度５２メートル

の地点まで引いた線

ハ線 ロ線の終点から８８度４０メートル

（海岸護岸終点を通り）の地点まで

引いた線

ニ線 ハ線の終点から１７８度５２メートル

の地点まで引いた線

ホ線 ニ線の終点と、イ線の起点を結

んだ線

大見港

（今治

市）

省略 （５６条）

大見港

（大三

島町）

省略

宮浦港

（大三

島町）

省略

省略 宮浦港

（大三

島町）

省略

省略

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

株式会社ファミリーケ
ア

松山市南江戸一丁目１
番２１号

介護職員初
任者研修に
関する課程

平成２５年
８月５日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第２２号

平成２５年８月７日

東温市北野田字大地１２５番５、１２５番６、１２６番１、１２６番２、１２６番３、１２６

番４

松山市苞木甲１番地２

松 田 貞 夫
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�愛媛県告示第９３９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２５年８月１６日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２５年８月７日

３ 指定道路の位置

東温市志津川字玉分甲１２０２番

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ４７．３１メートル

� 幅員 ４．００メートル

�������
�愛媛県告示第９４０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

三崎町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（維持

管理）の施行を平成２５年８月８日認可した。

平成２５年８月１６日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

�������
�愛媛県告示第９４１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２５年８月１６日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２５年８月６日

３ 指定道路の位置

八幡浜市保内町宮内１番耕地５４４番１

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３２．３３メートル

� 幅員 ４．８０メートル

�愛媛県告示第９４２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２５年８月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９４３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２５年８月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第２３号

平成２５年８月７日
東温市田窪字大坪１１１８番３、１１１８番４

倉敷市西中新田５０１番地１２
グランメゾン渡辺Ａ２０１号
山 本 泰 寛
山 本 真 弓

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・小腸機能障害 内 科 四国中央市国民健康

保険新宮診療所 豊 田 高 志 四国中央市新宮町新宮５０番地 平成
２５年８月１日

肝 臓 機 能 障 害 内 科 伊 予 診 療 所 舟 戸 督 力 伊予市米湊８１６－１ 平成
２５年８月１日

免 疫 機 能 障 害 内 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 末 盛 浩一郎 東温市志津川 平成

２５年８月１日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 林 康 人 東温市志津川 平成

２５年８月１日

音声、言語機能障害・肢体不自
由・心臓・じん臓・呼吸器・ぼ
うこう又は直腸・小腸・肝臓機
能障害

内 科 三 瓶 病 院 廣 野 明 寿 西予市三瓶町朝立２－１－１８ 平成
２５年８月１日

音声、言語機能障害・肢体不自
由・呼吸器・肝臓機能障害 内 科 野口眼科・内科・循

環器内科 野 口 容 子 四国中央市中曽根町１６７３－１ 平成
２５年８月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

加 戸 弘 二 医療法人弘友会加戸病院 大洲市若宮５４８番地 加 戸 病 院 喜多郡内子町内子７７１番地 平成２５年
４月１日
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公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２５年８月１６日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 件名

コンピュータ断層撮影システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

コンピュータ断層撮影システム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２６年１月１日から平成３１年１２月３１日まで

� 借入場所

愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４３３の１

愛媛県立南宇和病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）８�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２５年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当する者。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入でき

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

�愛媛県告示第９４４号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２５年８月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

加 戸 秀 一 医療法人弘友会加戸病院 大洲市若宮５４８番地 加 戸 病 院 喜多郡内子町内子７７１番地 平成２５年
４月１日

城 戸 益 宗 医療法人弘友会加戸病院 大洲市若宮５４８番地 加 戸 病 院 喜多郡内子町内子７７１番地 平成２５年
４月１日

下 田 直 史 医療法人弘友会加戸病院 大洲市若宮５４８番地 加 戸 病 院 喜多郡内子町内子７７１番地 平成２５年
４月１日

柴 田 大 法 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 加 戸 病 院 喜多郡内子町内子７７１番地 平成２５年
４月１日

稲 田 浩 二 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 西 予 市 立 宇 和 病 院 西予市宇和町卯之町一丁目２４
６番地１

平成２５年
７月１日

古 川 浩 次 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４－５－５ 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 平成２５年
７月１日

新 居 英 二 社会福祉法人恩賜財団済生会
西条病院 西条市朔日市榎ヶ坪２６９－１ 一般財団法人積善会十全総合

病院 新居浜市北新町１番５号 平成２５年
７月１日

矢 野 喜 昭 住 友 別 子 病 院 新居浜市王子町３－１ 独立行政法人国立病院機構愛
媛医療センター 東温市横河原３６６番地 平成２５年

７月１６日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 内 科 伊 予 診 療 所 前 川 眞 輝 伊予市米湊８１６－１ 平成

２５年７月８日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 市 立 宇 和 島 病 院 藤 原 聡 宇和島市御殿町１番１号 平成
２５年７月１６日

愛 媛 県 報平成２５年８月１６日 第２４９６号

６３５



http://ebid.pref.ehime.jp/ppi.html

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２５年９月１１日（水）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２５年９月２５日（水）か

ら平成２５年９月２７日（金）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、９月２７日は午

前９時５９分まで））。

紙入札による場合は、平成２５年９月２７日（金）午前９時５９分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成２５年９月２７日（金）午前１０時００分

愛媛県公営企業管理局会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づ

き平成２５年９月１１日（水）午後５時００分までに電子入札システ

ムにより提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：Computed

Tomography，１ set

� Time limit of tender：９：５９ a．m．，２７ September２０１３

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau， Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

平成２５年８月１６日 発行
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